
在宅勤務制度規程 

 

第１条（目的） 

この規程は、通勤時間の節約による業務の効率化を通じ、ゆとりある生活と仕事との両立

を目的として導入する在宅勤務制度の運用について定めたものである。 

 

第２条（資格者の範囲） 

以下に掲げるすべての事項を満たす者は、会社に対し在宅勤務を申請することができる。 

①正社員または短時間正社員 

②特定の業務を短期間に集中的に取りまとめることが求められている者 

③時間管理能力に優れている者 

 

第３条（手続き） 

 在宅勤務を希望する者は、所定の書式に以下の事項を記入して管理部に提出し、その承認

を得ることとする。 

 ①自宅において行う業務の具体的内容 

 ②在宅勤務の予定期間 

 ③会社との連絡方法 

２ 申請は、管理部に在宅勤務開始日の１カ月前までに行わなければならない。 

 

第４条（在宅勤務期間） 

在宅勤務の期間は、原則として所定休日を含め、１回につき１カ月以内とする。 

２ 在宅勤務者は、会社が指定した日に在宅勤務を行うことができ、それ以外は出社日とす

る。 

 

第５条（報告） 

 在宅勤務を許可された者は、自宅において所定の業務の進捗状況を、１日に最低１回、所

定のフォームにより、会社に報告しなければならない。 

 

第６条（労働時間） 

 在宅勤務の場合、１日の勤務時間は、就業規則で定める所定労働時間を勤務したものとみ

なす。 

 

第７条（情報の取扱い） 

 会社から業務に必要な資料や機材その他の情報を持ち出す際には、管理部の許可を受け



た上で、厳重に管理しなければならない。 

 

第８条（費用の負担） 

 在宅勤務に伴って発生する光熱費、通信費等の費用は、本人の負担とする。 

 

第９条（費用の負担） 

 在宅勤務者は、次のいずれかに該当するときは、在宅勤務を終了し、通常の勤務に復帰し

なければならない。 

①予定終了日の前に予定業務を完了させたとき 

②予定終了日になったとき 

③会社から通常の勤務への復帰を命令されたとき 

 

付  則 

 

この規程は 2015年 1月 20日より施行する。 

 

 

 


